
第４回熊本市人権尊重のまちづくり条例（仮称）検討委員会

資 料

令和８年（2026年）２月１2日

熊本市文化市民局人権政策課





他の自治体における人権侵害等への対処について（助言、公表、削除要請等） 資料１

川崎市差別のない人権尊重のまちづ
くり条例

公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表なし
命令

公表
罰金

公表あり
削除要請

ヘイトスピーチ（公共の場） × × × 〇 〇

〇
氏名
住所

命令内容

―

ヘイトスピーチ（インターネット） × × × × × ×

〇
表現内容
年月日
措置内容

相模原市人権尊重のまちづくり条例
公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表あり
命令

罰金 声明
公表あり
削除要請

不当な差別的取扱い 〇
秘密を除く

〇
秘密を除く

× × × × 〇 ―

ヘイトスピーチ（公共の場） × × × 〇

〇
氏名
住所

命令内容

× 〇 ―

ヘイトスピーチ（インターネット） × × × × × × 〇

〇
表現内容
年月日
措置内容

第２条
(３) 不当な差別 人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様
性に関する国民の理解の増進に関する法律 (令和５年法律第６８号 )第２条第１項に規定する性的指向をいう。)、ジェン
ダーアイデンティティ(同条第２項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)、障害、疾病、出身その他の属性(以下
「人種等の属性」という。)を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、
享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 (４) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく人種等の属性を理由に、財、サービス若しくは機会の提供を拒否すること、又
は当該提供にあたって場所、時間帯等を制限し、若しくは当該人種等の属性を有さない者に対して付さない条件を付すこと
その他の不当な差別のうち取扱いによるものをいう。
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大阪市ヘイトスピーチへの対処に関す
る条例

公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表なし
命令

公表
公表あり
削除要請

ヘイトスピーチ（公共の場） × × × × ×
〇
氏名
概要

―

ヘイトスピーチ（インターネット） × × × × × ×
〇
氏名
概要

東京都オリンピック憲章にうたわれる
人権尊重の理念緒実現を目指す条例

公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表あり
命令

公表
公表あり
削除要請

へイトスピーチ（公共の場） × × × × × 〇
概要

―

ヘイトスピーチ（インターネット） × × × × × × 〇
概要

他の自治体における人権侵害等への対処について（助言、公表、削除要請等） 資料１

沖縄県差別のない社会づくり条例
公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表あり
命令

公表
公表あり
削除要請

公表あり
法務局へ
通知

ヘイトスピーチ（公共の場） × × × × ×
〇
氏名
概要

― ―

ヘイトスピーチ（インターネット） × × × × × × ×
〇
氏名
概要
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他の自治体における人権侵害等への対処について（助言、公表、削除要請等） 資料１

愛知県人権尊重の社会づくり条例
公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表あり
命令

公表
公表あり
削除要請

ヘイトスピーチ（公共の場） × × × × ×
〇
氏名
概要

―

三重県差別を解消し、人権が尊重さ
れる三重をつくる条例

公表あり
助言・説示

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表あり
命令

公表
公表あり
削除要請

不当な差別 〇
必要な事項

〇
必要な事項

× × × × ―

第２条  (2）不当な差別 人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益
を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。

三重県 逐条解説 より抜粋

「不当な差別」
女子差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、障害者権利条約、人権に関する他県等の条例などを参考に、「不当な差別」につい

て定義しています。「不当な差別」には、人権に関する法律や他県等の条例で一般的に用いられている「不当な差別的取扱
い」及び「不当な差別的言動」が含まれます。具体的には、①正当な理由なく、特定の人種等の属性を理由として、財・サー
ビスや各種機会の提供を拒否したり、提供に当たって場所・時間帯などを制限したり、当該人種等の属性を持たない者に対し
ては付さない条件を付けたりすることや、②特定の人種等の属性を持つ者に対して、人種等の属性を理由として、その生命な
どに危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したり、地域社会から排除することを煽動したりすること などが想定されます。
また、「不当な差別」には、単一の属性を理由とするものだけでなく、複数の属性を理由とするもの（障がいのある女性や

外国籍の女性に対する差別など、いわゆる「複合差別」）も当然含まれます。そのような複合差別を受けている者は相対的に
困難の度合いが大きいと考えられるため、相談対応等において一層の配慮が必要と考えられます。
なお、人権に関する法律や他県等の条例では「不当な差別」としている例が多いことや、従来の憲法学の通説や判例では

「差別」を価値中立的に用いており「合理的差別」という概念も措定されていることから、単に「差別」とするのでなく「不
当な差別」としています。
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他の自治体における人権侵害等への対処について（助言、公表、削除要請等） 資料１

全ての佐賀県民が一人一人の人権を共
に認め合い、支え合う社会づくりを進
める条例

公表あり
助言

公表あり
勧告

公表なし
助言

公表なし
勧告

公表あり
命令

公表
公表あり
削除要請

人権侵害行為 〇
必要な事項

〇
必要な事項

× × × × ―

第７条 何人も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為
（インターネットを通じて行わ れるものを含む。以下「人権侵害行為」という。）をしてはならない。

佐賀県 解釈及び運用より抜粋

１ 第１項では、不当な差別的取扱いや不当な差別的言動といった不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗
中傷などの他人の権利利益を 侵害する行為を「人権侵害行為」として禁止しています。

２ 「不当な差別」とは、特定の属性（人種、国籍、信条、性別、社会的身分 又は門地、性的指向、性自認、障害、感染症
等の疾病等）を理由として、正当な理由なく、経済的・社会的サービスの機会等の提供を拒否したり、提供に当たって場
所・時間帯などを制限したり、当該属性を持たない者に対しては付さない条件を付けたりすることや、特定の属性を持つ
者に対して、当該属性を理由として、著しく侮辱したり、地域社会から排除することを煽動す る言動をすることなどが想
定されます。 

３ 「人権侵害行為」とは、特定の者の人権を違法に侵害する行為をいいます。具体的には、私人間においては、民法、刑
法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為のほか、公権力等による侵害行為がこれに当たり
ます。また、インターネットを通じて行われるものも含まれ ることを明記しています。
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人権に関する市民アンケート（令和７年１２月実施分）の結果について 

 

調査の目的 条例の具体的な内容について議論を深めるため、熊本市の人権課題の詳細（どこ

で、どのようなことが起きているか）を把握する。 

調査期間  令和７年（2025年）12月 14日～令和８年（2026年）１月 22日  

調査対象  熊本市内に居住している、又は通勤、通学している方  

調査方法  WEB又は紙文書によるアンケ―ト方式  

回答受付数 953件（784件（ＷＥＢ）＋169（紙文書）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ２ 

■ 結果の概要・・・各質問に対する回答グラフは、3ページ以下に記載 

＜問３＞ 人権侵害の有無 

・ 「自分や身近な方（家族や知人）」の人権が「今までに侵害されたと思ったことが 

「ある」は（２７．４％）、「ない」は（７２．６％）であった。 

▶ 前回アンケート（R7年 2月＋10月）では、同じ質問に対し、「ある」は（４６．４％）であっ

たが、今回は「ある」と回答した割合が（２７．４％）と大幅に減少した。どの年齢層において

も「ある」の割合が減少しているが、特に、今回「ある」と回答した割合が低い 18歳未満及

び 18歳～29歳までの若年層の回答の割合が増加（２０．３％⇒３８．５％）したことによ

る影響であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問４＞ 人権侵害の内容 

・ 人権侵害の内容で多かったものは、「あらぬ噂・悪口・かげ口」（３７．２％）と最も多く、

 

6.5%（9人）

13.6%（31人）

45.2%（19人）

37.5%（27人）

42.5%（62人）

40.2%（70人）

28.3%（43人）

93.5%（130人）

86.4%（197人）

54.8%（23人）

62.5%（45人）

57.5%（84人）

59.8%（104人）

71.7%（109人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳未満

18歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳以上

年代別人権侵害の有無の割合

あり なし

今 回

ｎ＝953

 

44.4%（4人）

20.1%（61人）

65.3%（79人）

60.0%（120人）

59.3%（197人）

51.8%（174）

32.6%（76人）

100.0%（1人）

55.6%（5人）

79.9%（242人）

34.7%（42人）

40.0%（80人）

40.7%（135人）

48.2%（162人）

67.4%（157人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳未満

18歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳以上

無回答

年代別人権侵害の有無の割合

あり なし

前 回

ｎ＝1535

「ある」の割合は全体で４６．４％

６．４％ 

「ある」の割合は全体で２７．４％ 

 

前回 ｎ＝1,535 

29 歳以下 312 人 

２０．３％ 

今回 ｎ＝953 

29 歳以下 367 人 

３８．５％ 
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＜問４＞ 人権侵害の内容 

・ 人権侵害の内容で割合が最も高かったのは、「あらぬ噂・悪口・かげ口」（３７．２％）で、

次いで「職場での嫌がらせ」（２６．４％）、「学校でのいじめ」（２４．１％）、「ハラスメ

ント」（２４．１％）が上位であった。 

 

①「あらぬ噂・悪口・かげ口」について 

「職場」、「地域・近隣」、「学校」、「インターネット上」などで起こっており、発生

した理由は「人間関係のこじれ」や、「容姿・経済的事情・社会的地位・職業など」と

なっている。 

②「職場での嫌がらせ」について（関連「ハラスメント」） 

発生理由としては、「先輩後輩、上司部下など上下関係による不当な扱い」の割合が

最も高く、次いで「人間関係のこじれ」となっている。 

③「学校でのいじめ」について 

発生理由としては、「人間関係のこじれ」が最も割合が高く、次いで「障がいの有無

による差別」、「容姿、経済的事情、社会的地位、職業」の順となっている。 

 

▶ 日常的な対人関係の中で生じている人権侵害行為の割合が高く、「性別」、「年齢」、「障が

い」、「国籍・出身地」「性的指向や性自認」、「部落差別」に起因した差別の割合は低い。 

 

＜問５＞ 本市の人権課題について（自由記載） 

本市の人権課題について、以下のような意見が寄せられている。 

・いじめがあり、暴力を振るわれている生徒がいる。 

・熊本は封建的。特に男女差別は根強い。 

・部落差別やＳＮＳなどでの誹謗中傷 

・性別・性自認・障がい・病気などパーソナルな部分に関する対応や情報の取扱い 

・これから増える在熊外国人との多文化共生 

・パワハラ・セクハラ・カスハラ・いじめ・不登校など生活の身近にある問題 

・熊本の出身高校の 4 校 

 

▶ 身近な人権侵害から、人種等の属性に起因する差別まで様々な課題があるとの声が寄せ

られている。 

 

 

＜問７＞ 相談しやすい方法について 

・インターネット、電話、ＳＮＳによる相談が、窓口相談よりも多い結果となった。 
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■ 問 1 あなたの性別をお答えください。   

 

 

■ 問２ あなたの年齢をお答えください。（回答時点） 

 

 

 

 【結果まとめ】 

本市で発生している人権侵害は、「あらぬ噂」や「学校でのいじめ」、「職場での嫌がらせ」

などの割合が高かった。 

また、発生している場所は「家庭」、「学校」、「地域」、「職場」などの割合が高く、全国的に増

加している「インターネット（SNS、掲示板）」上の人権侵害の割合は低かった。 

また、人権侵害発生の理由は、「人間関係のこじれ」、「上下関係による不当な扱い」、「容姿

や経済的事情」などの割合が高く、「性別」、「年齢」、「障がい」、「国籍や出身地」、「性的指向

や性自認」、「部落差別（同和問題）」などに起因する人権侵害の割合は低かった。 

以上のことから、 

「今後、本市において増加が見込まれる外国人や、性的マイノリティの方々に関する課題、

また、インターネット上の人権侵害への対応については、早急な対応が求められる分野では

あるが、他方で、これらの課題に取り組むためには、まずは日常生活の中で発生している身

近な人権侵害に対し、適切に対応することが重要であると考える。」 
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■ 問３ あなたは、今までに自分や身近な方（家族や知人）の人権が侵害されたと思  

ったことはありますか。 

 

 

 

（参考）前回 
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■ 問４ 問 3で「ある」と回答された方は、その内容、発生した場所、どのような

理由であるものかを教えてください。 

 

（１）内容（全体）

 

 

 

 

 

（２）発生した場所（全体） 
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（３）どのような理由によるものか（全体） 
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①  あらぬ噂・悪口・かげ口 

【発生した場所】

 

 

【どのような理由によるものか】 

 

 

 

 

 

 

 

人権侵害の内容別 
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②  名誉・信用のき損・侮辱 

 

【発生した場所】 

 
 

 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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③  警察官などの公務員からの不当な取扱い 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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④  強要・暴力・強迫・ＤＶ・虐待 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑤  地域社会での嫌がらせ 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑥  学校でのいじめ 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑦  職場での嫌がらせ 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑧  使用者による時間外労働の強制や不当な待遇 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑨   社会福祉施設などでの施設職員からの不当な扱い 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑩   プライバシーの侵害 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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⑪   ハラスメント 

 

【発生した場所】 

 

 

 

【どのような理由によるものか】 
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■ 問５ 熊本市には人権に関する課題があると思いますか。 

 

 

 

■ 問６ 問５で「ある」と回答した方はどんな課題があると思いますか。 

（自由記載） 

 

《抜粋：原文まま》  

・ネット上では、言った者勝ちになっている。 

・いじめがあり暴力を振るわれている生徒がいること 

・高齢者、障がいを持った方、外国籍など、目に見えてはいないかもしれませんが、常

に課題はあると思います。 

・熊本はまだまだ封建的だと思います。特に男女差別は根強いと思います。 

・女性から男性がハラスメントを受ける場合も増えているが、全く取り上げられてい

ないようにみえる 

・水俣病やハンセン病に関する人権問題 

・部落差別や、SNSなどでの誹謗中傷 

・性別、性自認、障害や病気など個人のパーソナルな部分に関する対応や情報の取り

扱い 

・これからますます増えてくる在熊外国人との多文化共生の課題 

・パワハラ、セクハラ、カスハラ、いじめ、不登校など、私達の生活の身近に多々ある

ように思います。 

・熊本は４校ありきで話をされる。どの高校出身でも関係ない 

・重大な人権侵害を目にすることはないが、小さなものについては、気づこうと思え

ば至る所にある。 

・人権に関する課題がない地域は、世界を見渡しても１つもないのでは？ 
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■ 問７ 人権に関する相談をするときに、どのような方法であれば相談しやすいと

思いますか。（３つまで選択） 
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【前文】

【総則】

目的

定義

基本理念

表現の自由への配慮

その他

【市・市民等の責務】 【施策推進の仕組み】 【具体的施策】 財政上の措置

市の責務 基本計画・指針の策定 教育・啓発の充実 見直し規定

市民等の役割／責務 事業の推進 実態の把握・調査研究 規則への委任

教育に携わる者の責務 計画の実施状況の公表 関係団体等の意見聴取、県民意識調査

公務員の責務 審議会等の設置 相談体制の整備

特定電気通信役務提供者の責務

差別的取り扱い／人権侵害行為への
対処（禁止）

基本的施策 多様な主体と連携した取組

部落差別（同和問題）

災害時の人権侵害

障がい者差別 ヘイトスピーチへの対処

ＳＯＧＩの理解促進施策

人権尊重のまちづくり条例（仮称）　構成案（イメージ図）

被害者救済
（情報提供や拡散防止措置等）

インターネット上の

誹謗中傷等への対処

資料３

人権全般にかかる規定

個別の人権分野の規定
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